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「法人タクシー事業者の安全・サービス等に関する評価規程」等 

の一部改正について  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【表示デザインが変わります】 

        

               

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
   

 

 

 

 

 

 

補助表示 

補助表示 

法人タクシー事業者の安全・サービス等に関する評価（以下、「タクシー評価制度」と言う。）

の運用に当っては、タクシー利用者のニーズや社会情勢を踏まえ、適時、評価基準の見直しを

行ってきておりますが、今般、令和５年２月２０日開催の令和４年度第２回タクシー評価委

員会において、評価項目、評価の決定及び公表等の変更について承認が得られたことから、タ

クシー評価制度に係る「法人タクシー事業者の安全・サービス等に関する評価規程」を改正

し、令和５年度の評価対象期間より適用することとなりました。 

 

 

 

 
N e w s  R e l e a s e 
 

2023.4.3 

1 適用時期     令和５年度評価より 

        

 2 主な改正点   ・評価項目の見直し  

          ・評価分類と公表の見直し 

・「法人タクシー事業者の安全・サービス等に関する規程」の

改正に伴い「表彰関係取扱規程」の一部を改正し、新たな

表彰区分「特別優良表彰（金賞）」を新設 

 

※改正の詳細は別紙のとおり 
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タクシー評価制度の主な改正点 

 
 

１「安全・運行管理」、「接客・サービス」における評価項目 
 
(1)  ｢安全・運行管理」における過労防止評価 

 
＜改正点＞  

令和５年度より過労防止通報事案の２点減点評価は維持しつつ、労働局において重

大・悪質として東京地方検察庁へ送検される(た)事案については、新たに１０点減点評

価を適用する。 

なお、労働局の通報による過労防止通報事案の減点評価と、その後の行政監査に基づ

く行政処分事案の減点評価については、それぞれに管轄の違う労働関係と運輸関係の

法令違反の取扱いであり、個々に独立した評価として整理する。 

 

 

 

 
 
 

(2)「接客・サービス」における指導・苦情事案 
 

＜改正点＞  

令和５年度より指導・苦情事案のうち違法行為審査会において関東運輸局報告を決

定した違法行為報告事案については、評価点数計算を行わず、一律に２０点減点評価

を適用する。また、同措置を適用した事案は、関東運輸局の調査結果による行政処分

事案評価は行わない。これにより評価対象期間において評価を完結する。 

 
２ 評価項目の一部見直し 
 
(1)「経営姿勢」における優良事業者表彰評価（評価点数４点） 

    令和４年度をもって優良事業者表彰評価は廃止する。 
 

(2)「経営姿勢」における感染防止装備導入評価（評価点数２点） 

    令和５年度より「感染防止装備導入評価」を新設し、感染防止装備９項目のうち３項目

以上の組み合わせで装備するタクシー車両の導入率について評価する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［感染防止装備］ 〇 抗菌・抗ウイルス仕様シートカバー 

〇 高効率空気清浄機 〇 低濃度オゾン発生器 

〇 紫外線（ＵＶ－Ｃ）ＬＥＤ消毒   〇 空気清浄度モニター 

〇 光触媒コーティング        〇 空気触媒コーティング 

     〇 非接触決済機           〇 飛沫防止シールド 

評価項目 評価基準 評価点

感染防止装備を3点以上
導入する車両

30％以上 2点

（評価対象年度末保有車両数に

対する割合）
0％超～30％未満 1点

 

　　　  

労働局通報　　    ＝  2点減点
労働局通報(送検)＝10点減点

                       

労働局から関東運輸局へ通報のあった過労防

止通報事案について評価
過労防止評価

別 紙 



       

(3)「経営姿勢」における働きやすい職場認証事業者評価（評価点数２点） 

    令和５年度より「働きやすい職場認証事業者評価」を新設し、認証や取組みを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(4)「安全・運行管理」における事故情報評価（評価点数２点・５点） 

    令和５年度より重大事故報告事案のうち死亡事故（第一当事者）については、新たに５

点減点評価を適用する。 

 

 

 

 

 
 
 (5)「加点措置」における働きやすい職場認証事業者評価 

    令和５年度より「経営姿勢」の評価項目へ移す。 
 
 (6)「加点措置」における防災・救急装備導入評価（評価点数１点） 

    令和５年度より防災・救急装備の保有車両数に占める導入率又は防災レポート車の導入

状況により評価する。 
 
 (7)「加点措置」におけるＡＥＤ（自動体外式除細動器）導入評価（評価点数２点） 

    令和５年度よりＡＥＤ導入評価を新設し、ＡＥＤの車載又は営業所の設置実績及びＡＥ

Ｄの取扱い講習を受講し認定証等を有する運転者の所属率を評価する。 

 
 

ＡＥＤの車載又は営業所の設置実績に加えて、東京消防庁あるいは各

都道府県の消防機関における「普通救命講習Ⅰ」以上、又は日本赤十字に

おける「救急法基礎講習」を受講し、救命技能検定証又は赤十字救急法基

礎講習修了者認定証を有する運転者の所属率が１０％以上の事業者 
 

２点 

 

ＡＥＤの車載又は営業所の設置 １点 

 

 

認証実施団体（一般財団法人日本海事協会）が実施する「運転者職

場環境良好度認証制度」の一つ星認証を受けた事業者。 
 

２点 

 

同認証制度の認証を受けていない事業者において、運転者が利用で

きる支援制度や環境整備、福利厚生制度について、次の１０項目のうち

４項目以上を導入している事業者。 
 

〇 第二種運転免許の取得支援  

〇 女性運転者専用のトイレ、更衣室及び仮眠施設の設置 

〇 育児中の女性運転者の時短勤務 

〇 社内保育所  

〇 提携保育所 

〇 育児休暇 

〇 介護休暇 

〇 社員寮 

〇 住宅手当 

〇 転居手当 

１点 

 
重大事故　　　  ＝2点減点
重大事故(死亡)＝5点減点

　　      

                       

自動車事故報告規則に基づき事業者から関東

運輸局へ報告された重大事故報告事案につい

て評価(重大事故報告提出事業者であって、運

行管理者に特別講習の受講を命じた事案）

事故情報評価



３ インセンティブ等 
 
(1)  インセンティブの新設 

令和５年度評価より合計評価１００点の事業者には、次のインセンティブを付与し、 

事業者及び運転者のモチベーション等の向上を図る。 
 

① 「経営姿勢」における街頭指導等協力評価 

  翌年度の街頭指導出動回数は４回の出動をもって所定の出動回数全ての取扱いとし、

街頭指導協力事業者優遇措置も適用する。 
 

② 表示等の交付 

表示及び補助表示は、保有車両に応じて 1 車両１枚ずつを無償で交付する。これを超

える部分については、事業者の申し出により保有車両数分まで無償の扱いとする。 
 

(2)  評価分類と公表、表示の見直し 

      令和５年度評価より評価分類、公表と表示を見直し、新たな評価分類の情報を提供する

ことをもって利用者の利便の向上を図る。 
 
  ［現行の評価分類、公表、表示］ 
 
                                 公表 

    

                               優良表示 

 

 

 

 

 

 

 

[新たな評価分類、公表、表示] 
                             

表示デザインイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 補助表示 

 

 

 

 

４ 今後の評価項目の見直しの方針 

時代の変化に即して、適時、評価基準等の見直しを行うなか、「経営姿勢」においてはタク

シー業界の事業活性化の取り組み事項である安全・サービスの向上、職場環境の改善、雇用

促進、大規模災害時における緊急輸送等について、普及促進、導入推進の観点から評価項目

の見直し、新たな導入を検討する。 

 

合計評価点数 評価
100点 AAA
90点以上100点未満 AA  
76点以上90点未満 A   
61点以上76点未満 B
61点未満 C

公表
優良AAA
(最も高い評価の事業者)

優良 AA
(とても高い評価の事業者)

優良  A
(高い評価の事業者)

 

優良事業者 



表彰関係取扱規程の改正点 

 

  

「法人タクシー事業者の安全・サービス等に関する評価規程」の一部改正に伴い、「表彰関係取扱

規程」の優良法人事業者表彰について新たに表彰区分を設置する。 

 
 

１優良法人事業者表彰の区分 
 
(1)  特別優良表彰（金賞）の新設 

 
＜改正点＞  

当該表彰年を含めた過去 10年以内に 9回以上表彰、かつ当該表彰年を含めた過去 3

年以上連続して評価がＡＡＡに該当する表彰対象事業者 
 

 
２ 評価対象資格 
    

     

    「法人タクシー事業者の安全・サービス等に関する評価規程」に基づく評価がＡＡＡ、Ａ

Ａ及びＡに該当すること。 


